
 

 

 

 

 

〇地球温暖化の現状 

IPCCが令和３年（2021年）にまとめた第６次評価報告書（第１作業部会の報告）によると、2011～2020年

の世界の平均気温は、1850年～1900年よりも 1.09℃上昇したとされています。また、パリ協定では、気温上

昇を 1.5℃以内に抑えるよう努力することが言及されています。 

〇地球温暖化対策の動向 

政府は、令和３年（2021 年）10 月 22 日に、地球温暖化対策計画を閣議決定し、「2050 年カーボンニュー

トラル」宣言、2030年度 46％削減目標等の実現をめざしています。 

 

 

〇計画策定の背景・意義 

本市においては、令和２年（2020年）６月にゼロカーボンシティを表明しており、令和 32年（2050年）に

CO2排出量を実質ゼロにすることをめざし、地球温暖化対策の更なる推進を図るため、本計画を策定します。 

〇計画期間・地域・ガス種等            〇推進体制 

 ・基準年度（※）：平成 25年度（2013年度） 

 ・目標年度（※）：令和 12年度（2030年度） 

 ・計画期間：令和５年度から令和 12年度 

 ・計画対象地域：泉大津市全域 

 ・ガス種：エネルギー起源 CO2、エネルギー起源 CO2

以外のガス（廃棄物分野のうち、一般廃棄

物の焼却） 

※国の「地球温暖化対策計画」2021年 10月 22日閣議

決定を基に設定しました。 

 

 

〇市域の温室効果ガス排出状況 

【平成 25年度（2013年度）及び令和元年度（2019年度）における部門別温室効果ガス排出量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」を基に作成 
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〇区域施策編の目標 

平成 25年度（2013年度）比で令和 12年度（2030年度）に 46％減、さらに対策と再生可能エネルギーの導

入をすすめ、残った 10％（47ｔ）については森林吸収等によりオフセットし、令和 32 年度（2050 年度）に

CO2排出量実質ゼロを目標とします。 

【温室効果ガス排出量の将来推計（対策パターン）】 

 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」を基に作成 

 

 

〇温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 

本計画の主体は、泉大津市に関係しているすべての人

です。市役所や教育機関などの行政機関、事業者やその

従業員、商工会議所などの団体、そして泉大津市に住ん

でいる市民の方々、すべての人が相互に連携・協働する

ことにより、計画の実効性を高め着実に推進していきま

す。本計画上ではそれらのすべての人を、「市民」「事業

者」「市」と分類し取組んでいきます。 

〇地方公共団体が実施する施策 

地球温暖化対策のため、「省エネルギー・省 CO2 の促

進」、「再生可能エネルギーの導入促進」、「交通・物流の

省 CO2 化の促進」並びに「適応策の推進」の４つの基本

施策として、取り組みます。 

〇施策の実施に関する目標例 

 

 
 
 

ＰＤＣＡサイクルを活用して、取組みの進捗状況を把握、改善し、本計画の実効性を高めます。中間年度に

は総点検を行い計画の見直しを行います。 
 

第４章 計画全体の目標 

第６章 区域施策編の進捗管理 

第５章 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 

 

連携・協働 

市民 

◆ 日常生活の環境に配慮したライ

フスタイルの改善 

◆ 脱炭素社会構築に向けた配慮行

動の実践 

◆ 省エネルギー・省資源、ゴミの排

出抑制等の環境負荷の低減 

◆ 循環型社会づくりに向けた配慮 

◆ 環境保全施策への参画・協力 

など 

事業者 

◆ ライフサイクル全体の環境負荷

を認識した資源・エネルギーの

有効利用、環境に配慮した製品・

サービスの提供 

◆ 事業活動に伴う公害の発生防止 

◆ 脱炭素社会構築に向けた温室効

果ガスの排出抑制 

◆ 循環型社会づくりに向けた自主

的な取組 

◆ 環境保全施策への参画・協力 

など 

市 

◆環境の保全・創造に関する施策の総合的・計画的推進 

◆脱炭素化に向けた機器の導入、環境に配慮した行動の実践 

◆国、府、周辺市町との連携による広域的な取組みの推進 

◆環境情報の発信、市民・事業者間の連携・協働の支援 

など 

 


